
 

 

茨木市介護保険高額介護サービス費資金貸付要綱 

 

 

 （目的） 

第１ この要綱は、茨木市が行う介護保険の要介護被保険者（以下「被保険者」とい

う。）が介護保険法（平成９年法律第123号）第51条に規定する高額介護サービス費

の支給対象となる介護サービスに要した費用の支払が困難な者に対し資金を貸し付

けることにより、その経済的自立を助長し、生活の安定を図ることを目的とする。 

（貸付対象） 

第２ 資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件に該当する者とする。 

(1) 当該被保険者に係る高額介護サービス費の支給を受けることができる者のうち

資金の調達が困難な者。 

(2) 前年度分までの介護保険料を完納している者 

（貸付額） 

第３ 資金の貸付額は、当該被保険者に係る月ごとの高額介護サービス費の範囲にお

いて、自己負担上限額を超過した額の100分の90に相当する額(その額に1,000円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。)の範囲内で市長が定める額とする。ただ

し、当該100分の90に相当する額が、1,000円未満のものについては、貸付けを行わ

ない。 

（資金の貸付利率） 

第４ 資金の貸付利率は、無利子とする。 

（貸付申込） 

第５ 高額介護サービス費の資金貸付けを受けようとする者（以下「申請人」とい

う。）は、介護保険高額介護サービス費資金貸付申込書（様式第１号）に次の書類

等を添えて市長に提出しなければならない。 

 (1) サービス提供事業者の発行した請求書又はこれに代わるもの 

 (2) 茨木市介護保険被保険者証 

 (3) 印鑑 

（貸付けの決定） 

第６ 市長は、第５の貸付申込書を受け付けたときは、直ちに審査し、その可否及び

貸付額を決定し、介護保険高額介護サービス費資金貸付可否決定通知書（様式第２

号）により申請人に通知する。 



 

 

（貸付け） 

第７ 第６の規定により、貸付決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、介護保

険高額介護サービス費資金借用証書（様式第３号）、介護保険高額介護サービス費

資金受領及び高額介護サービス費資金の償還に関する委任状（様式第４号）を市長

に提出しなければならない。 

２ 資金の貸付けは、申請者の申し出により申請者又はサービス提供事業者が指定す

る金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。 

（貸付の償還及び精算） 

第８ 市長は、第７の委任状に基づき高額介護サービス費を受領したときは、これを

貸付金の償還に充当するものとし、過不足を生じるものについては、その額を借受

人に通知し、不足額については指定期日までに納入させ、超過額については速やか

に返還するものとする。 

（繰上償還） 

第９ 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、資金を直ちに繰上償

還させることができる。 

 (1) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。 

 (2) 偽りその他不正な方法により資金の貸付けを受けたとき。 

 (3) 貸付条件に従わなかったとき。 

（届出の義務） 

第10 借受人は、氏名、住所等に変更が生じたときは、速やかに介護保険高額介護サー

 ビス費資金借受人氏名、住所等変更届（様式第５号）を市長に提出しなければなら

 ない。 

（その他） 

第11 この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成12年５月30日から実施し、平成12年５月分の高額介護サービス費

に係る貸付分から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成19年５月10日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 



 

 

１ この要綱は、令和元年５月１日から実施する。 

２ この要綱による改正前の茨木市介護保険高額介護サービス費資金貸付要綱によっ

て定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、こ

れを使用することを妨げない。 

 



様式第１号 

介護保険高額介護サービス費資金貸付申込書  

 

                                                                       年  月  日 

（申込先）茨木市長 

 

                申請者  住  所                        

                         氏  名                   印    

                         電話番号       （   ）            

 

                代理人  住  所                          

                         氏  名                   印      

                         電話番号       （   ）              

 

  茨木市介護保険高額介護サービス費資金貸付要綱に基づき、次のとおり申請します。  

 

  被 保 険 者 証 番 号   貸付申込金額                    円 

 介護サービスを受け 

 
 

 た被保険者氏名 

 

 性 別   男 ・女  生年月日    

         年  月  日 

 介護サービスを受け 
 

 た事業者名 

 名 称  

 所在地 
 〒      － 

            電話番号 

  申  込  理  由  

  備       考  

 

 申請に係るサービス期間        年    月分  

  一部負担請求額 ①            円  自己負担上限額 ②                  円 

  高額介護サービス費貸付額  （①－②）× ０．９                            円 
 

 ※ 添付書類 

     (1)事業所の支払請求書等又はそれに代わるもの  

     (2)被保険者証       (3)印鑑 

      

 決 

 
 裁 

  部 長    課  長  課長代理   係 長    

       

 



                                                                              （本 人 用） 

                                                                                 （事業者用） 

  様式第２号 
 

                                                                茨介護 第           号 

                                                                年  月  日 

 

 介護保険高額介護サービス費資金貸付可否決定通知書 

 

                                  様 

 

                                           茨木市長 

 

       年  月  日付で申込みのあった    年  月分介護保険高額 

 介護サービス費資金貸付けについては、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

 記 

 

  １ 貸付けをします。 

 

        貸付金額              円 

 

  ２ 貸付けをしません。 

 

         理  由 

 

 

 （注意） 

  この貸付金は、当該貸付金に係る介護保険高額介護サービス費資金の支給があった 

 ときに、委任状により償還に充当します。 

  なお、介護保険高額介護サービス費資金の額に過不足が生じる場合は、別途通知し 

 精算します。 

 



様式第３号 

 

介護保険高額介護サービス費資金借用証書 

 

                                                                    年  月  日 

 

 

（提出先） 茨木市長 

 

 

                借受人   住  所                       

                         氏  名                  印    

                         電話番号      （    ）           

 

                代理人   住  所                       

                         氏  名                  印     

                        電話番号               （         ）           

 

 茨木市介護保険高額介護サービス費資金貸付要綱に基づく貸付金について、下記のとお

り借用します。 

  つきましては、茨木市介護保険高額介護サービス費資金貸付要綱を固く守り、期日どおり

相違なく償還します。 

記 
 

 借用金額                                  円  利 子       無 利 子 

 償還期限  介護保険法第51条の規定に基づく高額介護サービス費の支給日まで 

 

 

 



様式第４号 
 

          介護保険高額介護サービス費資金受領及び高額介護 

         サービス費資金の償還に関する委任状 

 

     私は、茨木市長       を代理人と定めて次の事項を委任します。 

 

 

   １ 介護保険高額介護サービス費資金（    年  月分の貸付金相当額を限度 

   とする。）の受領に関する一切の権限 

 

   ２ 上記介護保険高額介護サービス費資金をもって   年  月  日茨介護第 

         号）に借り受けた介護保険高額介護サービス費資金の償還に関する 

    一切の権限 

 

          年  月  日 

 

 

                委任者 

 

                   住 所                       

                   氏 名                                               印   

                               ＴＥＬ                  

 

                 代理人 

 

                   住 所                                                      

                   氏 名                                               印   

                  ＴＥＬ                                            

 



様式第５号 

 

介護保険高額介護サービス費資金借受人氏名、住所等変更届 

 

                                                                      年  月  日 

 

 

 （届出先）茨木市長 

 

 

                借受人   住  所                       

                          氏  名                  印    

                          電話番号      （    ）           

 

 私は、介護保険高額介護サービス費資金貸付けを受けていますが、届出内容に変更が生

じましたので変更届を提出します。 

 

 

変更届出内容              
 

 変更前   変更後  

 

 変更理由 

 

 

 

 


